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２．出入国管理及び難民認定法（入管法）
（目的）第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦か
ら出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正
な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

主要な規定

① 入国審査

② 在留資格

③ 在留期間の管理

④ 退去強制

⑤ ビザ制度

⑥ 難民認定制度



３．在留資格（その１）
基本：外国人が日本に滞在するためには、適正な在留資格が必要となる。

在留資格は、滞在の目的や活動内容に応じて異なり、それぞれの資格に

は条件や制限が設けられている。

法別表第一に定める在留資格

１．特別な在留資格

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」

２．就労系在留資格

「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、

「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転筋」、

「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」

３．「文化活動」、「短期滞在」



３．在留資格（その２）

４．非被就労系資格

「留学」、「研修」、「家族滞在」

５．その他の資格

「特定活動」（法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動）

法別表第二に定める在留資格（活動に制限なし）

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

在留期間

それぞれの在留資格に応じ、15日から5年の間で決定される



４．外国人に関する業務
１．在留資格認定申請

外国人が日本に滞在するために必要な資格を取得し、本国にある

日本大使館（領事館）で入国に必要なビザを取得するための手続き

２．在留期間更新申請

入国時に定められた在留期間を更新するための手続き

３．在留資格変更申請

活動する内容が変更になった場合の手続き

４．永住許可申請

５．帰化申請



５．申請取次制度（その１）

申請の取次とは、入管法等に定める一定の申請等を行わなければならない
外国人に代わって、一定の資格者が申請窓口に出頭し手続きを行うこと。
（民法に規定する「代理」とは異なる。）

◎制度が設けられた趣旨

申請人である外国人の負担軽減と、処理官庁の手続き円滑化など

◎申請等の取次ができる者

・受入れ機関等の職員（経営機関、雇用機関、研修機関、教育機関など）

・登録支援機関（特定技能外国人の所属機関から委託を受けたもの）

・旅行業者の職員

・公益法人の職員（外国人の円滑な受入れを図る目的で設立された法人）

・弁護士 ・行政書士



５．申請取次制度（その２）

◎申請取次者の承認手続き（福島県内行政書士の場合）

１．申請取次実務研修会（新規）の受講

現在はオンラインで開催。終了後の効果測定あり。

２．福島県行政書士会を経由して申請取次申出書を提出

３．仙台出入国在留管理局長名で届出済証明書の交付

４．毎年、申請取次実績報告を福島県行政書士会を経由し入管に提出

５．証明書の有効期間（3年間）内に申請取次実務研修会（更新）を受講

し、更新申請を行う



６．在留申請オンラインシステムの利用

◎オンライン申請手続きのメリット

・窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続き可能

・システムの利用は無料

・24時間365日利用可能

・在留カードは郵送で受取可能

・在留資格認定証明書は電子メールで受取可能

◎システムを利用するには

申請取次者として届出済証明を受けたうえで、利用者情報を登録



７．外国人に関する業務を行う際の注意点
① 行政書士としての品位保持及び信頼確保に努めること

② 行政書士法及びその他の法令を遵守すること

③ 出入国事務関係業務の研鑽と資質向上に努めること

④ 実務者として入管行政の円滑な推進に寄与すること

⑤ 申請取次制度の目的に資すること

⑥ 報酬は依頼者に十分説明のうえ事前に了解を得ること

⑦ 不正行為には一切関与しないこと

⑧ 許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであることを知
りながら提出しないこと

⑨ 申請内容に係る虚偽の説明を行わないこと

⑩ 申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を
介して依頼を受けた申請を取り次がないこと



外国人等から相談を受けた場合の対応

① 本人情報の確認（パスポートや本国発行の出生証明書など）

② 入国の目的と希望する在留資格が適合しているか

③ 希望する在留資格を取得できる可能性の有無

（学歴・職歴・保有資格等）

④ 添付提出しなければならない書類の確認準備

（受け入れ先の招へい理由書、本国から取り寄せる書類、

受け入れ先が準備すべき書類）
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